
   
令和５年３月 

『開発行為の手引きの改定のお知らせ』 

（令和５年４月版） 

 開発造成地の安全性を重視するため、現行の開発行為の手引きに設計、施工時の管理基準等を明記し

ました。 

【主な改定内容】 

・申請図書、図面及び完了検査時における土質試験、施工管理計画書の記載について明記 

 （手引き４－２～４－３） 

・安定計算が求められる盛土についてボーリング調査を許可申請前とする（手引き５－８－４） 

・擁壁の施工管理計画の提出をプレキャスト擁壁使用時以外にも拡大（手引き５－８－２５） 

 

改定した「開発行為の手引き 令和５年４月」は 

令和５年４月１日より適用します。 

 

詳しくは北九州市開発指導課のホームページにて確認をお願い

します。「北九州市開発行為の手引き」で検索 

（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/file_0545.html） 

 

北九州市建築都市局計画部開発指導課 

連絡先 093-582-2644 

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/file_0545.html

